
亀山市公告第７８号 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第６条第１項の規定に基づく亀

山市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を同条第５項の規定により三重県知事

の同意を得て変更したので、同条第６項の規定により公告する。 

なお、当該基本構想は、市のホームページにおいて公開する。 

  令和５年９月２５日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

 


